
近畿税理士会天王寺支部懇談会

日 時 ： 令和８年１月９日(金) 10：00～11：30

場 所 ： 天 王 寺 税 務 署 ２ 階 大 会 議 室

1



支部長挨拶
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税務署長挨拶



天王寺税務署からの連絡事項（総務課）

１ 租税教育

⑴ 税の作文表彰式

令和７年12月11日（木）、中学の「税についての作文」及び

「税に関する高校生の作文」表彰式を天王寺区役所講堂で挙行

近畿税理士会天王寺支部に対し、租税教育推進に係る

大阪国税局長表彰を授与

⑵ 租税教室

租税教室未開催の全中学校に対し、開催に向けた勧奨を実施

２ 確定申告書等の提出について

確定申告申告書等の提出については、ｅ-Taxによる提出及び

早期提出をお願いします。

また、署内の申告書等の際、一括受付は行いません。
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３ 申告書等控えへの収受日付印について

国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化における手

続きの見直しの一環として、令和７年１月から、申告書等への控え

に収受日付印の押なつを行なっておりません。

申告書を提出する際は、申告書等の正本（提出用）のみを提出

（送付）してください。

４ 令和８年７月10日以降に新たに内部事務センター化の対象と

なる税務署について

令和８年７月10日以降、税務署における内部事務の効率化等、納

税者利便の向上などを目指し、今後天王寺税務署を含めて、全税

務署がセンター化の対象となる予定です。

天王寺税務署からの連絡事項（総務課）

別添１の
資料を参照
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天王寺税務署からの連絡事項（管理運営部門）

クレジットカード納付

・ 事前の手続なしで、パソコンやスマートフォンから国税クレジットカードお支払サイトを通じて、国税の納付手続が可能です。

・ 納付税額に応じた決済手数料がかかるものの、24時間利用できますので、時間を気にせず、納付手続が行えます。

スマホアプリ納付

・ e-Taxで申告等データを送信した後などに、専用サイト「国税スマートフォン決済専用サイト」から、納税者が利用可能な

Ｐａｙ払いを選択して納付する手続きです。

※ 令和８年１月４日以降、amazonpayの取扱いが終了します。

国税スマートフォン決済専用サイトから選択できなくなるのでご注意ください。

キャッシュレス納付の利用拡大について

インターネットバンキング

・ 事前にe-Taxの利用開始手続を行うことで、インターネットバンキングにより国税を電子納付することが可能です。

次の５つのPay払いから納付手続が行えます。
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天王寺税務署からの連絡事項（管理運営部門）

【参考】納付書の送付に関するお知らせ

国税庁では、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、また、行政コストを縮減する観点から、次の方に対し、令和６年５月

以降に送付する分から、納付書の事前の送付を取りやめております。

事前送付を行わないこととなる方

① e-Taxにより申告書を提出されている法人の方

② e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方

③ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

④ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方

ダイレクト納付（e-Taxによる口座振替）・振替納税・インターネットバンキング等による納付・クレジットカード

納付・スマホアプリ納付・コンビニ納付（ＱＲコード）

＊ ①、④に該当したとしても、消費税の中間申告分については事前送付しております。

※ ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

キャッシュレス納付の利用拡大について

予定申告分・中間申告分

電子申告

義務化法人

電子申告義務化法人以外（前年事績）

納付書を使用しない

納付方法

金融機関・税務署窓口での納付

電子申告 書面申告

法人税 × × × 〇

消費税 × 〇 〇 〇

納付書送付対象法人（予定・中間申告分） 消費税の中間申告分については、納付書をe-Tax義務
化法人の方を除き、対象者へ引き続き送付しています。

これにより、消費税の中間申告書兼納付書は届く一方で、
法人税の予定申告分納付書は届かない場合がございま
すので、特に法人税予定申告分の納付忘れにご注意くだ
さい。
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天王寺税務署からの連絡事項（管理運営部門）
PDFファイルによる電子納税証明書について

パソコン、スマートフォン及びタブレット端末からe-Taxを使って、
納税証明書の交付請求から受取まで簡単な操作でできますので、是非ご利用ください！！

特徴及び利便性

・ e-Taxソフト（WEB版）から電子署名を付与した納税証明書交付請求書を提出し、手数料をインターネットバンキングや

ＡＴＭで納付することで、税務署へ出向くことなく電子納税証明書（ＰＤＦファイル）を受領できます。

・ 受領した電子納税証明書（ＰＤＦファイル）（※）は、自宅やコンビニで印刷可能な上、何枚でも印刷してお使いいただけますので、

複数枚を提出する場合等、非常に便利です。

※ 電子納税証明書（PDFファイル）をダウンロードできる期間は、メッセージボックスに発行受付結果（電子納税証明書の

発行準備が整った旨の通知）が配信されてから 90 日間です。

・ 手数料が書面による請求に比べ安価（通常400円⇒ 370円）です。

【スマートフォン及びタブレット端末による電子納税証明書等の申請について】

・ 電子納税証明書（PDF形式）の交付請求から受取まで、スマートフォン及びタブレット端末を使用して申請ができます。

・ スマートフォン及びタブレット端末を使用した電子納税証明書（PDF形式）の交付請求には、納税者本人（法人の場合は

代表者本人）のマイナンバーカードが必要です。

なお、交付請求は、本人（法人の場合は代表者本人）のみ行うことができます。

≪請求から受取まで簡単な３ステップで手続完了≫

① e-Taxホームページからログイン、「納税証明書の交付請求（電子交付用）」を選択

② 納税証明書の請求データを作成、マイナンバーカードを読み込んで電子署名を付与し、請求データを送信

③ メッセージボックスに手数料の案内が格納されるため、インターネットバンキングで手数料を納付後、

納税証明書データをダウンロード
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振替納税手続により申告後の納付手続が不要！
「予納制度」の利用により、確定申告で一時に納付する負担を軽減！！

天王寺税務署からの連絡事項（管理運営部門）
期 限 内 納 付 に つ い て

期限内納付

期限内納付に向けて、納期限の周知及び期限内納付指導をお願いします。

【令和７年分確定申告の納期限】
① 所得税及び復興特別所得税・・・・・・・・・・・・・・・・令和８年３月16日（月）
② 消費税及び地方消費税（個人事業者）・・・・・・・・令和８年３月31日（火）

振替納税

振替日の周知及び期限内納付指導をお願いします。

【令和７年分確定申告の振替日】
① 所得税及び復興特別所得税・・・・・・・・・・・・・・・・令和８年４月23日（木）
② 消費税及び地方消費税（個人事業者）・・・・・・・・令和８年４月30日（木）

【利用可能税目】
・ 所得税及び復興特別所得税

期限内に申告された確定申告（３期）分、延納分及び予定納税（１期、２期）分
・ 消費税及び地方消費税（個人事業者）

期限内に申告された確定申告分及び中間申告分
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天王寺税務署からの連絡事項（管理運営部門）
還 付 金 の 受 取 に つ い て

国税還付金の受取は、口座振込をご利用ください！！

還付される税金の振込先の記載

・ 還付金の振込先は、申告書（本人）名義の口座に限ります。
・ 申告書には申告者のフリガナ及び振込先を確実に記載してください。

申告書記載の氏名と口座名義が異なる場合は、振込不能となり、還付金の受取が遅くなることがあります（口座名義に店名、事務
所名などの名称（屋号）が含まれる、又は婚姻等により姓が変わった場合はご注意ください。）。

・ 納税管理人が指定されている場合、納税管理人の口座を記載してください。

＜銀行・信用金庫等の口座への振込みの場合＞
（所得税確定申告書の場合）

銀行名、支店名
は統廃合等に
よる名称変更
に 注意し て記
入してください。

該当欄に○印
を 記 入 し て く
ださい。
（ 総 合 口 座 は
「普通」）

還

付
さ

れ
る

税

金
の

受
　
取
　
場
　
所

○

本店・支店

出張所

本所・支所
△△△△△

銀行
金庫・組合

農協・漁協
○○○○

当座

○

納税準備

○

貯蓄

○
郵便局
名便等

口座番号

記号番号

普通預金
種類 ○

１ ２ ４ ５ ６ ７３

※記載不要

＜ゆうちょ銀行（郵便局）の貯金口座への振込みの場合＞
（所得税確定申告書の場合）

口座番号

記号番号

当座 納税準備 貯蓄

○ ○ ○ ○ ○

還

付

さ

れ

る

税

金

の

受
　
取
　
場
　
所

銀行

金庫・組合

農協・漁協

本店・支店

出張所

本所・支所

郵便局

名便等

預金
種類

普通

１ ２ ４ ０ － １ ２ ４ ５ ６３ ７３ １

※記載不要 ※記載不要

※記載不要 ※記載不要

貯金口座の
「記号」
「番号」を通帳
等で確認して
記入してくだ
さい。

記号（５桁） 番号（２～８桁）還付処理の目安

・ 国税還付金の受取につきましては、申告書を提出されてから、１か月半程度かかる場合があります。
・ 自宅等からe-Taxを利用して提出された還付申告（来署によるe-Tax還付申告を除く。）は、３週間程度での還付を目指し、書面申

告と比べて早期処理を行っています。なお、訂正申告や書類不備、書面による別送書類がある場合には、３週間程度での
還付処理の対象外となります。
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天王寺税務署からの連絡事項（管理運営部門）

10

公 金 受 取 口 座 の 登 録・利 用 に つ い て

公金受取口座の記載

・ 公金受取口座へ登録する口座は、申告書（本人）名義の口座に限ります。
・ 「還付される税金の受取場所」に記載する預貯金口座を公金受取口座として登録する場合には、「公金受取口座登録の同意」欄に

「〇」を記入してください。
・ 公金受取口座への振込みを希望（既に公金受取口座の登録がお済の方に限ります。）する場合は、「公金受取口座の利用」欄に「〇」

を記入してください。
なお、この場合には、「還付される税金の受取場所」に銀行名等を記載する必要はありません。

・ 公金受取口座の利用に「〇」があり、「還付される税金の受取場所」にも記載がある場合は、記載された振込先に還付金が振り込ま
れます。

・ 納税管理人を指定している場合は、その納税管理人名義の預貯金口座が還付金の振込先となり、納税管理人名義の口座を公金受
取口座として登録・利用はできません。

＜公金受取口座の登録の場合＞
（所得税確定申告書の場合）

還

付
さ
れ
る

税
金
の

受
　
取
　
場
　
所

○

本店・支店

出張所

本所・支所
△△△△△

銀行

金庫・組合

農協・漁協
○○○○

当座

○

納税準備

○

貯蓄

○
郵便局
名便等

口座番号

記号番号

普通預金
種類 ○

１ ２ ４ ５ ６ ７３

※記載不要

還
付
さ

れ
る
税
金

の

受
　
取
　
場
　
所

○

本店・支店

出張所

本所・支所
△△△△△

銀行

金庫・組合

農協・漁協
○○○○

当座

○

納税準備

○

貯蓄

○
郵便局

名便等

口座番号

記号番号

普通預金
種類 ○

１ ２ ４ ５ ６ ７３

※記載不要

還
付
さ
れ

る
税
金
の

受
　
取
　
場
　
所

○

本店・支店

出張所

本所・支所
△△△△△

銀行

金庫・組合

農協・漁協
○○○○

当座

○

納税準備

○

貯蓄

○
郵便局
名便等

口座番号

記号番号

普通預金
種類 ○

１ ２ ４ ５ ６ ７３

※記載不要

７１ ２ ３ ４ ５ ６

銀 行 名 、 支
店名は統廃
合等による
名称変更に
注意して記
入 し て く だ
さい。

「公金受取
口 座 登 録
の同意」欄
に ○ 印 を
記入してく
ださい。

（注）インターネット専用銀行は、特定の銀行を除き振込みができませんので、お取引先の銀行へお問い合わせください。

＜公金受取口座の利用の場合＞
（所得税確定申告書の場合）
還

付
さ
れ
る

税
金
の

受
　
取
　
場
　
所

○

本店・支店

出張所

本所・支所
△△△△△

銀行

金庫・組合

農協・漁協
○○○○

当座

○

納税準備

○

貯蓄

○
郵便局
名便等

口座番号

記号番号

普通預金
種類 ○

１ ２ ４ ５ ６ ７３

※記載不要

還
付

さ
れ
る
税

金
の

受
　
取
　
場
　
所

○

本店・支店

出張所

本所・支所
△△△△△

銀行

金庫・組合

農協・漁協
○○○○

当座

○

納税準備

○

貯蓄

○
郵便局
名便等

口座番号

記号番号

普通預金
種類 ○

１ ２ ４ ５ ６ ７３

※記載不要

還

付
さ
れ
る

税
金
の

受
　
取
　
場
　
所

○

本店・支店

出張所

本所・支所
△△△△△

銀行

金庫・組合

農協・漁協
○○○○

当座

○

納税準備

○

貯蓄

○
郵便局
名便等

口座番号

記号番号

普通預金
種類 ○

１ ２ ４ ５ ６ ７３

※記載不要
還

付
さ
れ
る

税
金
の

受
　
取
　
場
　
所

○

本店・支店

出張所

本所・支所
△△△△△

銀行

金庫・組合

農協・漁協
○○○○

当座

○

納税準備

○

貯蓄

○
郵便局
名便等

口座番号

記号番号

普通預金
種類 ○

１ ２ ４ ５ ６ ７３

※記載不要

「公金受取口
座の利用」欄
に ○ 印 を 記
入してくださ
い。
銀行 名等の
口座情 報 は
記 載 し な い
でください。
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天王寺税務署からの連絡事項（管理運営部門）

11

国 税 還 付 金 の 振 込 に 係 る 電 子 通 知 に つ い て

国税還付金の振込に係る電子通知の利用拡大

令和５年６月より運用を開始した還付金の振込に係る電子通知について、納税者の利便性の向上及び事務の効率化につながるよう
更なる利用拡大を図る目的から、次の取組を実施しています。
＜令和７年分確定申告書等作成コーナーにおける対応＞

確定申告書等作成コーナー（マイナンバーカード方式）で還付申告等を作成する場合、「通知方法の選択」画面において、電子通知希望が｢はい｣、通知種類が
｢還付金振込通知｣に初期設定

なお、税理士が確定申告書等作成コーナーを利用して代理送信を行う場合も同様の設定

e-Taxで受取を希望の方

そのまま次の画面へ
お進みください。

はがきで受取を希望の方

「いいえ」を

選択してください
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天王寺税務署からの連絡事項（管理運営部門）
所得税及び復興特別所得税確定申告書等用紙の送付等について

送付対象者等

継続申告見込者に対して、前年の申告方法に応じて次のとおり、所得税及び復興特別所得税確定申告書等用紙を送付します。
なお、継続申告見込者とは、事業・農業・不動産所得があり、青色申告決算書・収支内訳書の作成が必要な方、予定納税や公的年金等

所得のある方のほか、消費税の課税事業者の方などです。

(注)１ 白色申告で、前年分が還付かつ利子、配当、雑所得のいずれかを有する者については送付対象者から除外する。
(注)２ 利用者識別番号がなく、お知らせはがきに青白情報のみを表示している者は、送付しない。

３ 納税協会等とは、納税協会、商工会・商工会議所、地区相談会場、地方税当局である。
 ４ プレプリント申告書又はお知らせはがき等が送付される。

令和７年分送付状況等
令和６年分申告方法

プレプリント
申告書等送付

お知らせはがき、お知らせ通知
書の送付（注１）

「申告のお知らせ」の
メッセージボックスへの格納

電子

税理士関与 × ×

○
来署による作成コーナー用ＰＣでの送信 × 〇

納税協会等の代理送信（注３） × ○

ＩＤ・パスワード方式での送信 × 〇

マイナンバーカード方式での送信 × ×

書面

税理士関与 × ×

×
庁ＨＰ作成コーナー（スマホ利用含む。） × ○（注２）

納税協会等の相談機関利用者（注３） × ○（注２）

会計ソフト等 × ○（注２）

その他（自主作成等） 〇（注４）

12



天王寺税務署からの連絡事項（管理運営部門）

13

送付等時期 送付用紙の種類 郵便局持込日等

① メッセージボックスへの連絡 １月中旬～１月下旬（前年１月22日（水））

② 確定申告のお知らせはがき（来署以外用） 令和８年１月16日（金）

③ 確定申告のお知らせはがき（来署用） 令和８年１月28日（水）

④ 確定申告のお知らせ通知書 令和８年１月23日（金）

⑤ 確定申告書プレプリント用紙 令和８年１月16日（金）

【留意事項】 「申告のお知らせ」の転送設定
平成31年１月以降、e-Taxのメッセージボックスのセキュリティを強化し、納税者がメッセージボックスに格納された個人情報を閲

覧するためには、本人の電子証明書が必要となります。
このため、電子証明書を保有しない納税者は、「申告のお知らせ」が閲覧できなくなりますが、委任関係のある税理士のメッセージ

ボックスに「申告のお知らせ」を転送することで、税理士の方が確認できます。

所得税及び復興特別所得税確定申告書等用紙の送付等について

［参考］予定納税額等の確認方法
① 「通知書」等からの確認

納税者には、「予定納税額通知書」や「消費税等中間申告書」を送付させていただいておりますので、その通知書等から
予定納税額等を確認してください。

② 「申告のお知らせ」からの確認
税理士の方の電子証明書を添付した「電子申告・納税等開始届出書」を代理送信により提出していただいた場合、納税

者のメッセージボックスに「申告のお知らせ」が格納されます。
なお、メッセージボックスに格納された「申告のお知らせ」には、申告書作成時に必要な予定納税額等が表示されており

ますので、確認してください。

13



天王寺税務署からの連絡事項（管理運営部門）
納 付 書 の 送 付 に つ い て

納付書については、原則として、①振替納税又はダイレクト納付を利用されている方、②前年に還付申告又は申告納税額が０円の
方、③納付書を使用しない納付方法（クレジットカード納付、スマホアプリ納付など）」により納付した方を除き、送付します。

また、申告書の提出後に、別途、税務署から納付書の送付や納税通知書等のお知らせはありませんのでご注意ください。

【納付書の送付方法】

送付区分 納付書送付方法

① メッセージボックスへの連絡
納付書のみ単独で送付

令和８年１月23日（金）（郵便局持込み）

② 確定申告のお知らせはがき
送付なし

③ 確定申告のお知らせ通知書
お知らせ通知書に同封して送付

④ 確定申告書のプレプリント用紙
確定申告書用紙に同封して送付

14



天王寺税務署からの連絡事項（管理運営部門）
振替納税のお知らせはがき（確定申告分）の送付等について

e-Taxにより申告された方

関与先又は税理士の方からe-Taxにより申告された場合には、「振替納税のお知らせ」を４月中にメッセージボックスへ格納します
（例年格納日 ４月10日前後）。

e-Tax以外の方法で申告された方

e-Tax以外の方法で申告された方で、次のイ、ロに該当する場合には、４月中に「振替納税のお知らせ」はがきを送付します

（例年郵便局持込日 ４月中旬）。

イ 振替納税を利用される税目が申告所得税及び復興特別所得税

① 新規の振替利用の方

② 直前の振替納付日に引落しができなかった方

(注)  申告所得税及び復興特別所得税と併せて消費税及び地方消費税についても振替納税を利用される方に対しては、

上記の対象者にかかわらず、送付します。

ロ 振替納税を利用される税目が消費税及び地方消費税

利用される方全員

なお、上記に該当しない方には、「振替納税のお知らせ」が送付されませんので、振替期日の周知等の期限内納付指導をお願い

します。

15



〇 期限内納付のお願い

個人・法人に関わらず、特に消費税の期限内納付のための納税

資金の確保につきまして、引き続きのご指導をお願いいたします。

ダイレクト納付や振替納税など便利な納税方法もありますので、

未利用の方につきましては、ご検討・ご指導をよろしくお願いいた

します。

又インボイス発行事業者の登録を受け、免税事業者から課税事業

者になられた方におかれましては、初めての消費税を申告される方

もおられるかと思いますので、納付資金の確保のご指導をよろしくお

願いいたします。

天王寺税務署からの連絡事項（徴収部門）
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天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門）

１ 令和７年分確定申告について

・ 申告書の早期提出及びe-Taxによる提出のお願い

・ 確定申告会場

場 所 ： 天王寺税務署 ２階大会議室

日 時 ： 令和８年２月1６日（月）～令和８年３月1６日（月）

相談受付 ： ８時30分～16時 ※ 相談開始は9時15分

（入場整理券方式（一部LINEによる事前予約あり））

・ 税理士支部独自事業（税務支援）

場 所 ： 天王寺納税協会 ３階会議室

日 時 ： 令和８年２月1２日（木）～令和８年２月20日（金）
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天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門）

１ 令和７年分確定申告について（続き）

・ 納税協会無料相談（協議派遣）

場 所 ： 天王寺納税協会 ３階大会議室

日 時 ： 令和８年２月2４日（火）、2５日（水）

・ 期前来場案内

概 要 ： 昨年、来署してパソコンで申告書を作成した者の一部を対象

として、スマホ専用会場に来場案内

場 所 ： 天王寺税務署 ２階大会議室

日 時 ： 令和８年２月９日（月）、10日（火）
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天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門）

１ 令和７年分確定申告について（続き）

・ 閉庁日対応

場 所 ： ＴＫＰガーデンシティPREMIUM大阪梅田新道

（梅新第一生命ビルディング11階）

日 時 ： 令和８年３月１日（日） （１日のみの対応）

※ 確定申告電話相談センターについても、３月１日は対応
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天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門）

２ 自宅等からのe-Taxの更なる推進

・ 書かない×確定申告（別添２）

スマホとマイナンバーカードを使用してe-Tax送信

令和７年１月から… 贈与税の申告書も確定申告書作成コーナーで作成可能

e-Taxがスマホ用電子証明書に対応

（Android、iＰｈｏｎｅともに可）

・ マイナポータル連携で自動入力（別添３）

【連携対象】

○ 収入関係 ： 給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、

株式の特定口座年間取引報告書

○ 控除関係 ： 医療費、ふるさと納税、社会保険、生命保険、地震保険、IDeCo、

小規模企業共済、住宅ローン控除 20



天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門）

３ 法定調書のe-Taxによる提出のお願い（別添４）

・ 事業主が給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると…

従業員が所得税の確定申告書を作成する際、マイナポータル連携すること

で、源泉徴収票の内容を自動入力（500万円以下の源泉徴収票も対象）

・ 令和９年１月１日以降、市区町村に給与支払報告書を提出した場合は、税務

署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされる（令和５年税制改正）

・ 令和７年中に提出する法定調書の枚数が30枚以上となった場合、令和9年

に提出する法定調書をe-Tax、クラウド等又は光ディスク等で提出する必要
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天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門）

４ 国外財産調書及び財産債務調書について（別添５）

・ その年の12月31日において、一定の財産を有している者は、

その保有する財産の種類、数量、価額等について、それぞれの調書を作成し、

翌年の６月30日までに提出
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天王寺税務署からの連絡事項（個人課税部門（資産））

５ 相続税e-Taxの利用状況

・ 令和７年10月末現在

６ 相続税e-Tax利用のお願い（別添６）

・ 国税庁ホームページの専用ページ

国税庁ホームページ

⇒ e-Tax

⇒ 利用者別に探す

⇒ 税理士及び税理士法人等の方

⇒ 相続税申告の作成・提出についてよくある質問
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天王寺税務署からの連絡事項（法人課税部門）

１ 源泉所得税のキャッシュレス納付について

別添７「源泉所得税の納付体験コーナー」

２ 添付書類も含めたe-Tax（ALL e-Tax）の推進について

別添８「法人税の電子申告は４社に３社がALL e-Taxです！！」
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１ 新年研修会について

２ 令和７年分所得税確定申告期における税務相談について

３ その他

支部提案議題
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税務署の内部事務のセンター化

2026.１

大阪国税局からのお知らせ

税務署における内部事務（※）の効率化・高度化を図るとともに、納税者利便の向上や外部事務（調査・徴収事務）の充実・高度化
を目指し、一部の税務署を対象に、複数の税務署の内部事務を専担部署（業務センター）で集約処理する「大阪国税局業務センター
室」（センター）を下記の表のとおり設置しています。

※ 内部事務とは、例えば、申告書の入力処理、申告内容についての照会文書の発送などの事務をいいます。
《センターの名称等》

センター名称 郵送先 郵便番号 対象署

大阪国税局業務センター 大阪市淀川区木川東２丁目３番１号
東淀川税務署内 532-8548 大阪福島税務署・浪速税務署・西淀川税務署

東成税務署・東淀川税務署・北税務署・大淀税務署

大阪国税局業務センター
大手前分室

大阪市中央区大手前１丁目５番44号
大阪合同庁舎第１号館
※ エリア別に郵便番号を分けており

ますので、所轄税務署に対応する郵
便番号をご記載ください。

540-8542 西税務署・港税務署・住吉税務署・東住吉税務署
西成税務署・東税務署・南税務署

540-8543 岸和田税務署・泉大津税務署
泉佐野税務署・富田林税務署

大阪国税局業務センター
神戸分室

神戸市中央区港島中町２丁目１番10号
神戸税関ポートアイランド出張所内 650-8540 灘税務署・兵庫税務署・長田税務署・須磨税務署

神戸税務署

大阪国税局業務センター
阪神分室

尼崎市若王寺３丁目11番46号
※ エリア別に郵便番号を分けており

ますので、所轄税務署に対応する郵
便番号をご記載ください。

661-8521 福知山税務署・舞鶴税務署・宇治税務署
宮津税務署・園部税務署・峰山税務署

661-8522 尼崎税務署・洲本税務署・芦屋税務署・伊丹税務署

661-8523 相生税務署・豊岡税務署・加古川税務署
龍野税務署・西脇税務署・三木税務署・社税務署
和田山税務署・柏原税務署

661-8524 奈良税務署・葛城税務署・桜井税務署・吉野税務署

661-8525 和歌山税務署・海南税務署・御坊税務署
田辺税務署・新宮税務署・粉河税務署・湯浅税務署

大阪国税局・税務署

【兵庫②エリア】

【奈良エリア】

【和歌山エリア】

【大阪①エリア】

【ご留意いただきたい事項】
① センターへの申告書・申請書等の提出

○ 上記の表にある税務署に、申告書・申請書等を提出する場合は、以下のとおりご対応をお願いします。
● e-Tax（データ）により提出する場合は、所轄税務署へ送信願います。
● 書面により提出する場合は、センターへ直接郵送願います。

※１ 郵送による提出先となるセンターの所在地は、上記の表のとおりです。
※２ 書面の申告書・申請書等の書類を、センターへ直接持ち込むことはできません。
※３ 所轄税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出も可能ですが、センターへの郵送にご協力願います。

② センターから納税者・税理士の皆様への問合せ
○ センターでは、納税者や税理士の皆様に対し、内部事務を処理するため、電話や文書により問合せをさせていただく

ことがあります。
※ センターから送付する文書によって、行政指導の責任者が国税局長となる場合があります。

③ 従来どおり所轄税務署で行うもの
○ 納税証明書の交付

⇒ 納税証明書を郵送で請求される場合は、封筒に「納税証明書交付請求書在中」と明記の上、所轄税務署へ送付してください（納税
証明書の取得は、便利なオンラインでの請求を是非ご利用ください。） 。

○ 現金による国税の納付
⇒ 自宅やオフィスから納付可能なキャッシュレス納付もご利用いただけます。是非ご利用ください。

○ 面接による相談等の窓口対応
⇒ 面接による相談を希望される場合は、所轄税務署に相談日時を予約の上、来署願います。
（注）国税に関する質問は、国税庁ホームページ「チャットボット」や「タックスアンサー」をご利用ください。

電話による税務相談は、国税相談専用ダイヤル（0570-00-5901）等をご利用の上、電話相談センターにお問い合わせください。
※ 上記の取組は、納税者の皆様の所轄税務署を変更するものではありません。

【兵庫①エリア】

【京都エリア】

【大阪②エリア】

（令和8年7月10日以降に新たに内部事務のセンター化の対象となる税務署）
センター名称 対象署

大阪国税局業務センター 天王寺税務署・生野税務署・阿倍野税務署

大阪国税局業務センター大津分室【新設】 大津税務署・彦根税務署・長浜税務署・近江八幡税務署・草津税務署・水口税務署・今津税務署

大阪国税局業務センター城東分室【新設】 旭税務署・城東税務署・枚方税務署・門真税務署・東大阪税務署

大阪国税局業務センター大手前分室 堺税務署・豊能税務署・吹田税務署・茨木税務署・八尾税務署

大阪国税局業務センター阪神分室 上京税務署・左京税務署・中京税務署・東山税務署・下京税務署・右京税務署・伏見税務署
姫路税務署・明石税務署・西宮税務署

別添1

別添１



【ご留意いただきたい事項】
センターから送付する文書によって、行政指導の責任者が国税局長となる場合があります。

税務署の内部事務のセンター化（行政指導等の一部の集約処理）

センター名称 担当事務 対象署

大阪国税局業務センター
大阪福島分室

資料情報及び個人課税事務 滋賀県下全７税務署・京都府下全13税務署
奈良県下全４税務署・和歌山県下全７税務署

資産課税事務 大阪国税局管内全83税務署

大阪国税局業務センター
西淀川分室 法人課税及び間接諸税事務 大阪国税局管内全83税務署

大阪国税局業務センター
南分室 資料情報及び個人課税事務 大阪府下全31税務署

大阪国税局業務センター
長田分室 資料情報及び個人課税事務 兵庫県下全21税務署

区分 文書名等

資料情報事務 ・ 支払調書等のe-Tax等による提出について
個人課税事務 ・ 所得税（及び復興特別所得税）の確定申告書の見直し・確認について
資産課税事務 ・ 相続税の申告についてのお尋ね
法人課税事務 ・ 無申告法人等に対する文書
間接諸税事務 ・ 収入印紙の貼付状況に係るお尋ね文書

2026.１
大阪国税局・税務署

大阪国税局管内全署の行政指導等の一部を集約処理するセンターを下記の表のとおり設置しています。
《センターの名称等》

《主な事務の内容》
○ 照会文書等の発送

上記の表のセンターから発送する主な文書は下記の表のとおりです。

令和７年１月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行っておりません

書面で申告書等を提出する皆様へのお知らせ

詳細はこちら

国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化における手続の見直しの一
環として、令和７年１月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行っておりま
せん。

申告書等を書面で提出する際は、申告書等の正本（提出用）のみを提出（送付）し
ていただきますよう、お願いします。

また、申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いし
ます。

※ 対象となる「申告書等」とは、国税庁・国税局・税務署に提出(送付)される全ての文書です。
申告書等をe-Taxにより提出した場合は、メッセージボックスから送信日時や申告内容を確認

することができます。
また、e-Taxを利用していない場合も含めて、申告書等の提

出事実・提出年月日を忘失した場合等の確認方法については、
国税庁ホームページをご覧ください。
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e-Tax FAQ

e-Tax
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e-Tax 0570-01-5901
9 00 17 00 12 29
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源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーを開設しました

事前準備不要 何度でも操作可能 操作確認用に
パソコンやスマートフォンが
あれば今すぐお試しいただけ
ます。
e-Taxの操作性を気軽に体験
することができます。

デモ操作ですので、ミスを気
にすることなく、利用できま
す。
パソコンの操作が苦手な方で
も、安心して利用できます。

デモ操作の画面を確認しなが
ら、実際のe-Taxの操作を行
う使い方もできます。

e-Taxによるキャッシュレス納付の利便性をぜひご体験ください

源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーとは、e-Taxソフト(WEB 版)と同様の画面操作
を用いて、徴収高計算書の作成・送信・納付手続を体験できるデモ操作ツールです。

源泉所得税の
キャッシュレス
納付体験コー
ナーはこちら

※体験できる機能は一部のみ

令和７年３ 法人番号 7000012050002

国税庁
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